様式第５号（第７条関係）
第　　　号
年　　月　　日

本人・同居家族から
　郵送の希望があった場合
（依頼者宛）　　様　
豊郷町長　　　　　　

介護保険　主治医意見書の開示について

　　　　　年　　月　　日付で開示依頼のありました主治医意見書の開示については、下記のとおり決定いたしましたので通知します。
　なお、開示・部分開示の場合は、当該記録の写しを添付しております。

記

被保険者名：　　　　　　　様
	開示の適否の区分
（いずれかに○を付す）
	部　分　開　示　・　非　開　示　の　理　由

	
	開　　示
	

	
	部分開示
	

	
	非 開 示
	



　　

※１　非開示の場合、ご依頼にお答えすることができませんのでご了承ください。
※２　部分開示・非開示について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に豊郷町長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に町を被告として（豊郷町長が被告の代表者となります。）提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できないこととされていますが、①審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起することができます。
